
※1　特定技能所属機関：「特定技能1号・特定技能2号」の在留資格によって働く外国人を雇用する企業
※2　特定技能外国人：「特定技能1号・特定技能2号」の在留資格によって働く外国人

協力確認書提出の流れ

は
いいいえ

いいえ

特定技能所属機関が

初めて

特定技能外国人を はい

いいえ

雇用する特定技能外国人の

勤務地 または 居住地が

前橋市内ですか

すでに特定技能外国人を雇用している

特定技能所属機関が

令和７年４月１日以降に

新たに

はい
前橋市文化国際課

ホームページ上から

協力確認書をダウンロード

協力確認書を

メール・郵送・直接持参の

いずれかの方法で

雇用する特定技能外国人の

勤務地 または 居住地が

属する市町村に

提出は不要です

※1

※2


